
　

自
身
の
死
後
の
こ
と
を
考
え
た
く

な
い
と
い
う
思
い
か
ら
か
、
以
前
は
、

遺
言
を
残
さ
な
い
人
や
事
前
に
対
策

を
し
な
い
人
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。
右
の
事
例
１
は
極
端
で
は

あ
り
ま
す
が
、
遺
言
を
残
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
で
す
。

　

遺
言
書
を
作
成
で
き
て
い
れ
ば
、

Ａ
さ
ん
の
希
望
ど
お
り
に
Ｂ
さ
ん
、

Ｃ
さ
ん
に
財
産
を
渡
せ
た
の
で
す
が
、

遺
言
が
な
い
た
め
に
希
望
が
か
な
わ

な
か
っ
た
ケ
ー
ス
で
す
。

　

改
め
て
、
こ
こ
で
遺
言
の
形
式
に

つ
い
て
再
確
認
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

よ
く
利
用
さ
れ
る
遺
言
書
の
作
成

方
法
と
し
て
「
自
筆
証
書
遺
言
」
と

「
公
正
証
書
遺
言
」
が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。
近
年
、
自
筆
証
書
遺
言
の
う
ち

法
務
局
の
遺
言
書
保
管
制
度
を
利
用

し
た
自
筆
証
書
遺
言
（
以
下
、
法
務

局
保
管
遺
言
）
が
注
目
さ
れ
て
い
ま

す
。
確
か
に
、
初
回
費
用
が
少
額

（
３
９
０
０
円
ほ
か
手
数
料
な
ど
）

で
済
む
こ
と
、
家
庭
裁
判
所
の
検
認

が
不
要
で
あ
る
こ
と
、
紛
失
リ
ス
ク

が
少
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
法
務
局

保
管
遺
言
を
選
択
す
る
人
も
増
え
て

い
ま
す
。

　

し
か
し
、
法
務
局
保
管
遺
言
は
、

形
式
的
な
チ
ェ
ッ
ク
は
あ
る
も
の
の
、

遺
言
の
内
容
自
体
の
有
効
性
ま
で
は

確
認
さ
れ
ま
せ
ん
。
一
方
、
公
正
証

書
遺
言
は
、
公
証
人
が
関
与
し
法
律

に
適
合
し
て
い
る
か
を
確
認
し
た
う

え
で
作
成
さ
れ
ま
す
。
公
正
証
書
遺

言
は
、
公
証
役
場
手
数
料
や
専
門
家

へ
の
報
酬
な
ど
で
数
万
円
以
上
の
費

用
が
か
か
り
ま
す
が
、
有
効
性
の
観

点
か
ら
考
え
る
と
、
依
然
と
し
て
公

正
証
書
遺
言
の
ほ
う
が
優
れ
て
い
る

　

相
続
に
よ
る
不
動
産
の
承
継
は
、

適
切
な
準
備
を
し
て
お
か
な
い
と
ト

ラ
ブ
ル
の
火
種
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

不
動
産
オ
ー
ナ
ー
の
中
に
は
事
前
に

対
策
を
検
討
す
る
人
が
多
く
、
実
際

に
、
遺
言
書
の
作
成
依
頼
を
受
け
る

こ
と
も
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
今
回

は
、
事
前
対
策
と
し
て
の
遺
言
書
作

成
と
、
事
後
の
遺
言
執
行
に
つ
い
て

話
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

遺言がなかったことによるトラブル事例1

942025.72025.7

経営の強い味
方

不動産会社と不動産に詳しい士業などの専門家を擁する一
般社団法人不動産ビジネス専門家協会（東京都千代田区）。
所属する14人の士業に知っておくべき情報を聞く。

第8回

不動産に強い
士業が教える
の知見

遺言と遺言執行者の指定で
相続トラブルを回避

14

希
望
通
り
に
財
産
を
渡
せ
な
い

公
正
証
書
遺
言
が
安
全
・
確
実

　高齢であるＡさんは、配偶者・子・
親・きょうだいを先に亡くし、推定相続
人はほぼ音信不通のおい・めいだった。
　Ａさんはアパート２棟を所有しており、
このアパートの管理と、その他Ａさんの
財産管理の一切は、Ａさんの配偶者の
妹Ｂさんおよびその子Ｃさんが行ってい
たところ、Ａさんが病気で
入院することとなった。
　当法人がＣさんから今
後のことについて相談を
受け、Ａさんの気持ちを
確認したところ、「自分の
財産を、今まで面倒を見
てくれたＢさんとＣさんに
渡したい」とのことであっ
た。この気持ちを形にす
べく、直ちに遺言書作成
の準備を進めたが、直後
にＡさんが急に亡くなって

しまい、Ａさんの財産はおい・めいに引
き継がれることとなった。
　おい・めいは降って湧いた話であるに
もかかわらず、それぞれの権利以上のも
のを主張し始めた。それにより、アパー
ト管理を含め、相続の混乱が続いた。
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